
 

資料２－２ 

 

アクションプランに掲げた取組状況の報告について 

 

 

「世界自然遺産 小笠原諸島管理計画 アクションプラン【第４期】」（2024年

５月、以下「アクションプラン」。）の記載を踏まえ、本年度の各取組の進捗状況

や対応状況等をまとめた。（別添１） 

 

＜抜粋＞アクションプラン Ｐ１ 

１．世界自然遺産小笠原諸島管理計画アクションプランとは 

（５）運用に当たっての留意事項 

・管理機関は、本計画に示した各取組の当該年度の成果や進捗状況を小笠原諸

島世界自然遺産地域科学委員会に報告し、遺産価値全体を俯瞰した観点から

の評価や助言を得る。 

 

 

進捗状況の評価 

・アクションプランでは、行政機関にて進捗状況を評価することとしている。 

・評価ランクの内容は以下のとおり。 

Ａ 2023～2028年度の目標達成に向けて順調に取組を進行している。 

Ｂ 2023～2028年度の目標達成に向けて課題があるが、取組内容を検討、微

修正しつつ取組を進行している。 

Ｃ 2023～2028年度の目標達成に向けて課題があり、取組内容を見直す（時

点修正する）必要がある。 

未実施 未着手の取組。 

 

 

トピックス（各管理機関からの発表） 

・環境省 ：外航船・内航船 入港時の対応方針＜外来種-8(P12）＞ 

・林野庁 ：母島南崎地域での公益的機能維持増進協定について（追加）＜母-

8(P5）＞ 

・小笠原村：ペット条例の持込み申告・制限の進捗について ＜外来種-6(P12)＞ 


